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慢性疼痛とは，組織損傷の有無に関わらず，“急性疾患の通常の経過あるいは創傷の治癒に要する

妥当な時間を超えて持続する痛み（IASP, 1979 日本神経治療学会治療指針作成委員会訳, 2010, 

p.596）”のことをいう。現在，本邦の成人の慢性疼痛有病率は22.5%であるが（矢吹他, 2012），なか

でも腰痛の保有率が特に高いこと示されている（厚生労働省大臣官房統計情報部, 2014）。 

この慢性疼痛により生じる問題は多岐にわたる。運動，家事，仕事，歩行，睡眠などの生活動作が

制限される（Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006）だけでなく，気分障害，不安

障害などの精神疾患が生じやすくなることが報告されている（e.g., McWilliams, Cox, & Enns, 2003）。 

こうした慢性疼痛に対し，現在，米国心理学会第12部会（臨床心理学）が，“実証的研究により有

効性が強く支持される心理療法”として位置づける心理療法の一つが，アクセプタンス＆コミットメ

ント・セラピー（Acceptance and Commitment Therapy；以下，ACTとする）である（Society of 

Clinical Psychology, 2015）。ACTは，心身の痛みを抱える患者に対し，痛みの感覚や痛みに関する感

情や思考といった私的事象をよく観察して受け入れるとともに，自らにとって大切な活動に取り組む

ことを支援する心理療法である（Hayes et al., 2012 武藤他訳, 2014）。 

そして，このACTの治療要素の中で，特に患者の行動の増加・拡大を促すと考えられているのが，

価値（value）である。価値とは，正の強化によって維持されてきた個人の行動の機能を，その個人

が言語化したものである（e.g., 人と親密な関係を持つ）。価値を扱った基礎研究では，痛みを経験す

る参加者が，この価値の内容を明確にする価値の明確化（values clarification）の手続きを行うと，

その参加者が知覚する痛みの強さが低減したり，痛みに対する耐久時間が増加したりすることが示さ

れている（Branstetter-Rost, Cushing, & Douleh, 2009）。 

しかし，こうした基礎研究では，参加者の価値に基づいた行動，換言すると，何らかの強化子を得

るという機能をもつ行動は，測定されていなかった。また，臨床研究でも，価値の明確化を含むACT

の治療プログラムが患者の行動面におよぼす影響を検討したものは，ごくわずかであった。このため，

価値の明確化が，実際に痛みを経験する個人の価値に基づく行動を促すかどうかが実証的に示されて

いない，という課題があった。 

そこで，本研究では，基礎研究と臨床研究を通して，価値の明確化や，価値の明確化を含む ACT

の治療プログラムが，痛みを経験する個人の行動に及ぼす影響について検討した。 

研究 1では，価値の明確化と機能的に類似した手続きが，痛みを経験する個人の行動に及ぼす影響

を検討した。参加者は健康な大学生であった。参加者は，自らを建築士であると想像しながら，積木

の家を繰り返し作成するという課題に取り組んだ。そして，この参加者のうち，架空の住人の喜ぶ声

を聞くことを目的に家を作成した参加者だけが研究対象とされた。この研究対象である参加者は，そ

の後，片手を冷水に浸け，痛みを感じながら，もう一方の手で積木の家を作成するというテストを 2

回受けた。研究 1では，この 2回のテストの間に，異なる手続きを受ける 2つの群を設けた。一つは，

建築士として今後も継続したい行動の機能を記述し，その内容を実験者に開示する機能表明群であっ

た。もう一つは，特に意味のないこととして積木の色を記述し，その内容を実験者に開示する統制群

であった。従属変数は，介入前後にかけての痛み耐性（痛みの耐久時間），活動性（架空の住人の声が

随伴する積木の家［以下，目標の家とする］の個数），活動のバリエーション（目標の家の色と形それ

ぞれのバリエーションの数）の変化率であった。その結果，統制群に比べて，機能表明群のほうが，

痛み耐性，活動性，活動のバリエーションのすべてが増加することが示された。 

そこで，研究 2では，記述と開示の手続きのいずれが，痛みを経験する個人の行動に影響を及ぼす

のかを検討した。参加者は健康な大学生であった。また，課題の構成は，介入部分を除き，研究 1と

同様であった。ただし，研究 2では，2回のテストの間に異なる手続きを受ける 3つの群を設けた。

一つ目は，積木の色を記述するだけの「積木の色・非開示」群であった。二つ目は，今後も継続した



い行動の機能を記述するだけの「機能・非開示」群であった。三つ目は，今後も継続したい行動の機

能を記述し，その内容を実験者に開示する「機能・開示」群であった。従属変数には，研究 1の従属

変数に加えて，目標の家の色と形の両方を考慮したバリエーションの数の変化率を使用した。その結

果，「積木の色・非開示」群に比べ，「機能・非開示」群のほうが，痛み耐性，活動性，活動のバリエ

ーションが増加することが示された。一方，「機能・非開示」群と「機能・開示」群では，痛み耐性，

活動性，活動のバリエーションの変化に差は示されなかった。これにより，価値の記述が，痛みを経

験する個人の行動活性化に有効である可能性が示唆された。 

しかしながら，１）価値の記述により，実際の慢性疼痛患者の価値に基づく行動が増加・拡大する

のか，２）そうした変化が，臨床的に妥当な変化であるのか，３）価値の開示により，価値に基づく

行動が抑制される恐れはないか，という点は，基礎研究だけでは明らかにすることが困難であった。

このため，本研究では，上記の点について検討するため，実際の慢性腰痛患者に対し，価値の明確化

を含むACTの治療プログラムを行った。 

研究 3では，慢性腰痛患者 1名（40歳代・女性）に対する個別形式のACTプログラムが，患者の

行動や生活改善に及ぼす効果を検討した。介入には，坂野・武藤（2016）による全 10回のプログラム

を使用した。そして，ベースライン期と介入期（フォローアップ期含む）により構成されたA-Bデザ

インを用いて，その効果を検討した。従属変数（効果指標）には，アウトカム指標とプロセス指標の

2 種類を用いた。アウトカム指標は，価値に基づく行動，QOL，痛みの感覚，痛みに対する破局的思

考，精神健康（不安・抑うつ）の程度を測定する各種質問紙の得点であった。また，プロセス指標は，

体験の回避，認知的な囚われ，いま，この瞬間への注意の程度など，ACTの内容が実践できているか

どうかを測る各種質問紙の得点であった。その結果，価値の明確化を行った直後から，患者の価値に

基づく行動が増加した。また，ACT プログラムの前後にかけて，QOL を測定する指標の得点が，統

計的に有意に増加した。さらに，痛みに対する破局的思考や精神健康を測定する指標の得点も，統計

的に有意に低下した。加えて，ACTのプロセス指標の得点も，すべて改善する様子が示された。 

そこで，研究 4では，慢性腰痛患者 2名（60歳代・女性，70歳代・男性）に対する集団形式のACT

プログラムが，患者の行動や生活改善に有効であるかどうかを検討した。従属変数（効果指標）には，

研究 3で使用した指標に加えて，活動量計によって測定する日中活動量（エクササイズ量）を用いた。

プログラムの内容は，研究 3と同様，全 10回であった。ただし，研究 4では，日中活動量にしかベー

スライン期を設けることができなかった。このため，その他の指標は，介入直前から測定を開始した。

その結果，ACTの治療プログラム前後において，各患者の日中活動量に統計的な有意差は示されなか

った。しかし，価値の明確化の手続きの前後を比較すると，価値の明確化の手続き以降に，特に多く

の身体活動が生じることが統計的に示された。さらに，両患者において，価値に基づく行動も増加し

た。加えて，両患者において，QOLを測る指標のうちのいくつかの下位尺度の得点，また，痛みによ

る支障度，痛みに対する破局的思考，精神健康のうちのいくつかの指標の得点が，統計的に有意に改

善した。ただし，ACTのプロセス指標の値は，両患者ともにプログラム開始前から良好な値であった

ためか，いずれも改善しなかった。 

これら 2つの臨床研究の結果から，価値の明確化を含む ACTの治療プログラムにより，痛みの程

度は変化しないが，慢性疼痛患者の価値に基づく行動の頻度とバリエーション，および，身体活動量

は増加する可能性が高いことが示された。また，慢性疼痛患者のQOL，痛みに関する破局的思考，お

よび，精神健康が改善する可能性が高いことも示された。なお，こうした結果は，個別形式と集団形

式のいずれでも得られることが明らかとなった。 

また，これより，基礎研究で得られた，価値の記述により，痛み耐性，活動性，活動性のバリエー

ションが増加するという結果は，実際の慢性疼痛患者においても見られることが明らかとなった。ま

た，QOL，痛みに対する破局的思考，精神健康においても改善が見られ，臨床的な妥当性は高いこと

が示された。なお，価値を開示しても，上記の改善は見られたため，価値を開示することで価値に基

づく行動が抑制される危険性は低いことが示唆された。 



こうした本研究の結果を踏まえると，価値の明確化の手続きには，慢性疼痛患者の価値に基づく行

動を増加・拡大させる効果があると結論付けることができる。よって，今後は，この価値の明確化の

効果をさらに増大させる手続きについて検討を重ね，より効果的な ACT の治療プログラムを構築し

ていくことが望まれる。 

 


